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閉鎖的会社 と社員 の持分 ・株式買取請求権

立 法 論 的 考 察

青 竹 正 一

1序 説

II各 国 の 法 制

(1)ス イ ス

(2)ド イ ツ

(3)ア メ リカ ・イ ギ リス

皿[結 語

1序 説

わが商法上,会 社 の存続 中に特定 の社員の社 員た る資格が絶対的に消滅 す

る退社 の制度は,合 名会社,合 資会社 な どのいわゆ る人的会社 に限 り認め ら

れてい る。そ して,退 社 の原因 と して,総 社員の意思に よる場 合一定款に定

めた事 由の発生 ・総社 員の同意(商85条1・2号),特 定社 員の信頼が失なわ

れた場 合一社 員の死亡 ・破産 ・禁治産 お よび除名(同85条3・4・5・6号)

な どのほか,予 告に よる とき(商84条1項)お よびやむを得 ない事由があ る

とき(同84条2項)に は,社 員個人 の一一方的意思に もとつ く 退社 が認め ら

れ ている。

この よ うに,人 的会社 において退社 の制度が認あ られ てい るのは,社 員 の

負担す る危険が きわめ て大 きいか ら,そ の意思に反 して会社 に拘束す るのは

適 当でないの と,社 員個人の個性 が重要性 を有す る結果,事 情 に よ り特定 の
くめ

社 員 を 会 社 関 係 か ら排 除 す る 必 要 が あ る か らで あ る と い わ れ,と りわ け,社

原 稿受 領1976年10月6日 ・

(1)田 中(耕)r改 訂会 社法概論上』151-152頁,伊 沢 『註解新 会社法』91-92頁,

大 隅 『全訂会社 法論上』80頁.な お,商 法84条 に相当す る旧68条 につ き,大 判

昭和8・6・10民 集12巻14号1426頁 参照.

→
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員個人 の意思に もとついて社員が 自由に退社 で きることは,人 的会社 の物 的
　

会社 に対 す る特質 の一つで あるとされてい る。他方,社 員り責任が有限 な株

式会社,有 限会社 の よ うな物的会社 において退社制度が認め られていない理

由 と しては,退 社に は持分 の払戻 を伴 うので(商89条 ・民681条 参照),会

社債権者 に対す る担保が会社 財産 だけであ る資本団体 と しての性質 は,こ れ

とあいいれ ないことが あげ られ,物 的会社に おい ては社 員た る地位(株 式 ・

持分)の 譲渡 ない し 換価性 の 保障 がその代わ りをな してい ると いわれ てい
(3)

る。

ところで,有 限会社 は,本 来比較的少人数に よる小規模 の企業,同 族的企

業 の経営に適す る企業形態 と して創 出 された ものであ り,そ の経済的機能に

対応 して,法 的機構 の上に も,社 員の個性 が重視 され る人的会社 に近 い閉鎖

的性格が認め られ る。 これは,社 員の総数 が原則 と して50人 以下に制限 さ

れ てお り(有8条),社 員以外 の者 への持分 の譲渡 は法律上 制限 され(同19

条),か つ持分 につ いての流通証券の発行 が禁止 され(同12条),社 員の公

募 は禁止 され てい ること(同52条2項),に 端 的にあ らわれ ている。 また,

わが国においては,戦 後,経 営の実 体は個 人企業 のままで株式会社 ゐ衣を着

る 「株式会社成 り」 とみ られ る会社 が増大 し,資 本 金お よび株主 が きわめて

少 ない小規模 の株 式会社が多数存在 していることは,周 知 の事実であ る。 こ

の よ うな会社 にあ づては,個 人企業主であ った者 な ど特定少数の者 が会社 の

大部分あ株式を所有 して会社 を支配 し,ま たその株式は証券恥引所 に上場 さ

れ ていないのは無論,定 款で株式の譲渡が制限 され てい る場合が多 く,有 限

'会 社 と同様 に
,株 主 の個性が重視 され る閉鎖的 ・非公開的性格 を有 してい る

といえる。

かか る有限会社,小 規模株式会社 の よ うな,物 的会社 において も閉鎖的性

格 の認め られ る会社 にお いては,社 員ない し株主相互 の人的信頼 が会社関 係

の基礎 となってい るために,或 いは社 員ない し株主が会社 の営業活動 に関与

(2)田 中(耕)r判 例 民事 法昭和8年 度』380頁,古 瀬村r注 釈会社 法(1)』314頁.

(3)伊 沢 ・前 掲書91頁,大 隅 ・前掲書80頁,古 瀬 村 ・前掲書312頁.
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す る度合が大 きいた めに,会 社 内部の意見 の対 立な どに よ り会社 の機 能が停

止 して しま う可能性 が大 きい し,ま た,社 員関 係の変動が余 り考え られ ない

閉鎖 的会社 におけ る 少数者 は,絶 対的 な少数者を 意味す るので,会 社経営

者 ・多数派に よ り少数社 員ない し少数株主 の利益 が不当に閉め 出され る危険
くの

性 を もってい る。そ して,少 数社 員ない し少数株主が,会 社 の社 員 と しての

利益 を不 当に閉め 出され或 いは 内紛か ら会社 がその機能を停止 してい ること

な どを理 由に不満を もち,会 社関係か らの離脱 をはかろ うとす る場合に,法

律上常に持分の譲渡 が 制限 され,流 通証券の発 行が 禁止 され ている 有限会

社,お よび,定 款 で株 式の譲渡 が制限 され ているか,譲 渡 は制限 され ていな

くて も公開市場 に株 式が上場 され ていない小規模 ・閉鎖的 な株式会社にあ っ

ては,実 際上 は,そ の所有す る持分 ない し株 式を売却 ・譲渡 す ることに よ り

投下資本を効果 的に回収す ることは困難であ るのが現状 であろ う。

もっとも,昭 和25年 の商法改正で,株 式会社について,取 締役 の権限 の

拡大 と多数決制度 の濫用 に対 して株主の地位強 化 と少数株 主の保護 をはか る

ために,株 式会社 の団体性 と多数決支配 を必ず しも絶対視 しないで,あ る程

度そ の組合的性格 を も承認す るアメ リカ法 の考 え方を と り入れて,株 主に会

社 の経営に対す る 監督是 正的権利 に属す る 多数 の権利 を 認 めてい る。 そ し

て,と りわけ,商 法406条 ノ2が 新たに認 めた解 散判決請求権 は,株 式を譲

渡す ることに よって会社 関係か ら離脱す る ことが困難 とな っている小規模閉

鎖会社 におけ る株主 の投下資本 回収 の方法 と して,そ の存在意義 は大 きい も
くら　

の とい え る。 また,同 じ く昭和25年 の改正 で,投 下資 本 回収 に 関す る直 接

的 な権 利 と して,営 業 譲 渡,合 併 に反 対 す る株 主 に株 式 買 取請 求権 が認 め ら

れ(商245条 ノ2,408条 ノ3),こ の権利 は,な お昭 和41年 の改 正 で,株 式

(4)た とえばJ小 規模株式会社において,株 主に支払われるべき利益配当がなされ

ず,社 長 その他の経営者が受け取った り報酬 ・給与の形で 支払われた りするな

ど,会 社の経営に関与 していない少数株主の利益が不当に閉め出されている例が

少ないことにつき,会 社規模研究会 「小規模株式会社の法的実態(2)」『神戸法学

雑誌』・14巻1号180頁 以下参照.

(5)こ のような 解散判決請求権の 存在意義について,私 はかつ て 論 じたことがあ、

る.拙 稿 「株主の解散判決請求権(3)」『北大法学論集』24巻1号153頁 以下,同

「株主の解散判決請求権について」『私法』36号132頁.
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譲渡制限についての定款変更 の場合に拡大 され てい る(商349条)。 そ して,

昭和25年 の株式会社法 の改正 に対応 して,昭 和26年 には有限会社 について

もそれに準 じた改正 がな され,社 員に解散判決請 求権,持 分買取請 求権 が認

め られ てい る(有71条 ノ2,41条 ・63条)。

しか し,解 散 判決請 求権 は,こ れを行使 しうる場合が非常 に限定的 であ っ

て,株 主 ない し社 員の全般的利益 につ なが る,会 社 の存続を困難 な らしめ る

も しくは会社 の存在そ の ものに影響ずべ き事 由が必要 とされてい る し,こ の

権 利の行使 の効果 が会社 の存在 を消滅せ しめ るものであ って,会 社 内外 の関

係者 に及ぼす影響 がす こぶ る大 きいので,適 用範 囲におのず か ら限界が生ず

ぢ1)ま た,株 式 ・持分買取請求権ilとついて も,こ れを行使 しうる場合は営業

譲 渡,合 併な どの場合に限定 されてお り,そ れ以外 の形 で少数株主ない し少

数社 員の地位 に重要 な変更 を受け る場合の会社 関係か らの離脱 と投下資本の

回収 を保障す る ものではない。 ・

そ こで,有 限会社 お よび小規模 株式会社 の よ うな閉鎖的会社 について,少

数社 員ない し少数株主 の地位 ・利益 を保護す る方法 と して,持 分 ・株式 買取

請求権制度を広 く認めてい くべ きことが,立 法論 と して,出 されてい るとこ
(7)

ろで あ り,私 も,大 体 に お い て,こ れ に賛 同 した い と考 え て い る。 本 稿 は,

この よ うな観 点 か ら,有 限 会社 に つ き一 定 の条 件 の も とに社 員 の 一方 的 意 思

に も とつ く退社 の制 度 を 認 め て い る スイ ス,ド イ ッ法,お よび,小 規 模 ・、閉

鎖 的 株 式 会社 の存 在 を 考 慮 した 株 式 買取 制 度 を認 め て い る ア メ リカ,イ ギ リ

ス法 の概 要 を紹 介 し,わ が 国 へ の 立法 の あ り方 に つ い て検 討 を加 え よ うとす

る もの であ る。

Il各 国 の 法 制

(1)ス イ ス

(6)こ の点につ き.拙 稿 「株主 の解散 判決請求権(1)」 『北大 法学』23巻2号155,

163-164頁 参照.

(7)か か る見解 と して,酒 巻 『閉鎖 的会社 の法理 と立法』149,265頁,浜 田 『ア メ

リカ閉鎖 会社法』339--345頁.
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まず,ス イ スは,1936年 の債 務 法 の改 正 の際 に新 た に設 け られ た 有 限会 社

に つ い て,社 員 の退社 権(Austrittsrecht)を 明文 を以 て認 め てい る。 す な

わ ち,債 務 法822条 は,有 限 会社 に つ き,「 定 款 を 以 て社 員 の 退社 の権 利 を

許 容 し か つ この権利 を 特 定 の条 件 に か か ら しむ る こ とを うる」(同 条1項 。

な お,債 務 法777条9号 参 照)と し,ま た,「 各社 員 は重 大 な る事 由(wich-

tigenGrUnden)に も とづ き 判 事 に 退社 の 許 可 を 求 む る こ とを うる」(同 条

2項)と 規 定 してい る。

有 限会 社 の社 員に か か る定 款 の定 め に も とつ く,お よび 重大 事 由 に も とつ

く退 社 の権 利 を認 め た の は,有 限会社 に お け る社 員相 互 の人 的 関 係 と社 員 の
く　ラ

会社関係か らの離脱の保障 を考慮 したためであ る。 そ して,社 員に退社権 が
(9)

認 め られ ている ことが,解 散判決 の制度 しか認め られていない株式会社 に対

す る有限会社 の特質の一つ となってお り,こ の点では,合 名会社 な どの人的
(10)

会社 に近 い扱 いを してい るとみ られ ている。

822条1項 に よ り,有 限会社 の定款には,退 社 の原 因 ・条件を 自由に定 め

ることがで き,こ れ には,た とえば,社 員の告知(Ktindigung),社 員た る

期間 の満了,或 いは社 員 の死亡,外 国への転居な どの事実 の発生,を 退社原

因 とす る場合があげ られ,ま た,退 社 員の持分を他 の社 員或 いは第三者が 引

受け る ことを条 件に退社 を認め うる もの とした り,退 社 権 の主張の方法 を定
(11)

め る こともで きるとされ てい る。

重大事 由に もとつ く退社 を認 めてい る2項 の規定 は,定 款を以 て して も排
(12)

除す る ことので きない強 行規定 である と解 されている。 いか なる場合に 「重
(13)

大 な る 事 由 」 と な る か ど うか は,判 事 の 裁 量 に 委 ね られ る と こ ろ で あ る が,

(8)Steiger,DieGesellschaftmitbeschrdinkterHaftung(Kommentareum

SchωeixerischenZivilgesetgbpach,Bd.V,TeilsC,1965)S.515.

(9)ス イ ス法 の 株 式 会 社 に お け る解 散 判 決 制 度 につ い て は,拙 稿 「株 主 の解 散 判 決

請 求 権(3)」 『北 大 法 学 』24巻1号129頁 以 下 参 照.

aOSteiger,a.a.0.,S・151.な お,ス イ ス の 有 限 会 社 は どち らか とい うと人 的会

社 に近 い 型 の もの と考 え られ て お り.持 分 の 譲 渡 に つ い て は 法 律 上 で 実 質 的 制 約

を 加 え(債 務 法791条),ま た,持 分 の 流 通 証 券 化 を 禁 止 して い る(同789条).

a])Steiger,a.a.0.,SS.151,531,

O勿Steiger,a.a.O.,SS.151,535.

a3Steiger,a.a.0.,S.535.
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判例 は,会 社 関係の基礎 とな っている人的 ・物的前提が存在 しな くな り,そ

の結果社員に もはや会社 に とどまることを期待で きない事情が認 めれ る場合
(14)

に,重 大事由が あ るもの と してい る。具体例 と して,有 限会社 では各社 員に

重大事 由があ る場合 に解散判決 を求める ことを認 めて いるが(債 務法820条

4号L822条2項),会 社 の 目的達成不能,多 数派社 員 の権限の 濫用な どの

解散請 求が認め られ る重大事 由は,同 時に,退 社 を正 当化す る重大 事由 と し
(15)

てあげ られてい る。 また,あ る社 員に カルテル義務 などの苛酷 な従給付義務
(16)

(Nebenleistungspflicht)が 課 せ られ て い る場 合 の よ うに,解 散 請 求 が 認 め
1

くユ　　

られ ない よ うな個 々の社 員の一身上 の事情 も含 まれ うる と解 されてい る。そ

して,重 大事 由に もとつ く退社 が認め られ るか ど うかは,定 款 で社 員の従給

付義務,追 加出資義務,競 業避止義 務な どを広 い範囲において定 めている会

社 か,或 いは社 員の数が多いか少 ないかな ど,会 社 の性格が人的 な ものか物
'

(18)

的 な ものか ど うか と深 いかかわ りを もっている と考 え られてい る。それ とと

もに,退 社権 の行使 に よって資本 の減 少を もた らす ような場合に は,会 社 の

解散 と 同様な効果 を 生ぜ しめ る ことにな るので,退 社 を求め る 社 員の利益

が,持 分 を他 の社 員或いは第三者 に譲渡す る ことに より,或 いは当該社 員の

会社 における地位 の変更な どの他の方 法に よって,保 護 され えないか ど うか

が検討 され なければな らない とされ てい る。そ して,重 大事 由に もとつ く退
(19)

社 の制度 は,最 後的ない し補充的救済方法であ ると解 され てい る。

退社 に伴 う退社員 に対す る財産上 の補償 につ いては,こ れ も退社 の条件 と

して 定款で 自由に 定 める ことがで き,退 社 員の補償請求権を排 除す ること
く　の

も 可 能 と さ れ て い る 。 しか し,重 大 事 由 に も と つ く退 社 の 場 合 に は,退 社 員

⑭BGE6111,188;BGE7111,194.

⑮Steiger,a.a.0.,S.534.解 散 請 求 が 認 め られ る 具 体 例 につ い て は,な お,
Guhl,DasSchweieerischeObligationenreoht,,6Aufl.1972,S.694.

⑯ ス イ ス債 務 法777条2号 は,後 述 の ドイ ッ法 と同 様 に,定 款 で 有 限 会 社 の社 員

が 基 本 出 資 以外 の 他 の 義 務,い わ ゆ る従 給 付 義 務 を 負 担 す る 旨 を定 め る こ とが で

き る と して い る.

07)Steiger,a.a.0.,S.534.

a$Steiger,a.a.0.,SS.517,535.

(19Steiger,a.a.0.,S.535.

⑳Steiger,a.a.O.,S.542.
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の持分に相応す る真正 の価格が補償 されなければ な らず,真 正 の価格 は,退

社 当時に おけ る会社 財産 の状況 に よ り,ま た,営 業 の存続を前提 と して決定
(21)

す るのが原 則 とされてい る。一方,会 社 に よる補償 の結果 が会社債権者に与

え る影響 を考慮 して,債 務法822条4項 は,補 償の実行 手続 につ き明文を以

て,つ ぎの よ うに規定 してい る。 す なわち,「 会社 が資本 を越 えて存在す る

会社財産か ら補償す るか,退 社 員の持分 を会社が公の競売に よって換価 し,

または他の社 員が引受け ない限 り,退 社 は資本減 少に関す る規定に従 ってな
(22)

す場 合においてのみそ の効力を生ず る」 とす るものである。

(2)ド イ ツ

e1892年 制定の 現行 ドイ ッ有 限会社 法は,重 大事 由があ る 場合に基本

資本 の10分 の1以 上 の持分 を有す る 社員が解散判決を求め る ことを 認めて
(23)(24)

いるが(60条1項3号 ・61条),合 名 ・合資 会社 の場合 と異 な り,会 社 の存

在を消滅せ しめ る ことな く会社関係か らの離脱 をはか るための社 員の退社 に

関す る規定を欠いてい る。 これは,ド イツにおいては,有 限会社 は比較的物

的性格 の強い もの とみてお りノ,定款 で別段 の定 めをす る場合のほか,持 分 の
(25)

譲渡 を原則 と して 自由 と しているので,こ れに よ り社 員の利益 が十分 に保護

¢1).Steiger,a.a.O.,SS.541,543.

⑫ 有限 会社 の資 本減少 につ いては,資 本は2万 フラン以下に減 少す る ことはで き

ない もの と してい るほか(債 務法788条1項),定 款変更 決議 を要 し,か つ債権

者 の債権 を資 本 減少にかかわ らず 十分 に填補す る ことがで き うる場合 にのみ な し

うることな どを規定 してい る,株 式会社 の資本減 少に関す る規定 を準用 してい る

(同788条2項 ・732-735条).補 償 の実行手 続につ いては,な お,Guhl,a・a・O・ ・

S.676.

㈲ 解散 判決制度 が具体的 にいか な る場合 に適用 され てい るか につ い ては,拙 稿 ・

前 掲 『北大 法学』24巻1号142頁 以下 参照.

⑳cf・HGB§ §138,140.た だ し.合 名 ・合資会 社 においては解散 が会社関係か

ら離脱 す る原則 的な方法 と して認め られ,社 員の退社 は社員 の死 亡 ・破産 ・告知

に よる解散,社 員 の請求に よる解散 判決に附随 す る補 充的な解散 回避 の方法 と し

て扱われ てい る.こ の点につ き,松 岡 「人的会社 に おけ る社 員 の解散 判決請求権

と退社権 な らび に除 名」r立 命館法学』27号137頁 以下 参照.

㈲ ドイ ッ法はわが法 と異 な り,持 分 の譲渡を原 則 と して 自由 と し(有 阪 会社法15

条1項),た だ.持 分の流通証券 化を禁止 し,そ の譲渡 に裁判 上 また は公証 上 の

方式を必要 とす るために(同 条 季項),そ の移転が 事実上制約 され てい るにす ぎ

ない.し か し,定 款 で会社 の同意 を条 件にす るな どの制限を定 め る ことは可能 で

あ る(同 条5項).
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く　の

され る と考 え て い たか らで あ る。

しか し,有 限会 社 の定 款 は,社 員 が会社 に対 し基 本 出資 の ほか,追 加 出資

義 務,物 品 ・無 体財 産 の 引渡 義 務,一 一定 の勤 務 。労 務 に 服 す る 義 務,一 定

の販 売価 格 ・販 売 条 件 を 遵 守 す べ き 義 務,競 業 避 止 義 務 な どの 従給 付 義 務

(NebenleistungsPflicht)な い し特 別 給 付 義 務(Sonderleistungspflicht)を

負担 す る 旨を定 め る こ とが 認 め られ て い るの で(有 限会社 法3条2項),基

本 的 形 態 に お い て は 株式 会社 に近 い 資本 的 構 成 を有 す る有 限会 社 を全 く変 形

して,合 名 会社 の よ うな個 人 主 義 的 会社(individualistischeGesellschaft)
(27)

に よって 追及 され る 目的のために 利用す る ことが 可能 となっている。 そ こ

で,か か る従給付 ない し特別給 付義務の履 行が社 員に とって全 く耐 え られな

い もの とな って い る場合に,会 社関 係か らの離脱,退 社 に よ り義務を免れ る

ことを認め る必要性が説かれていた。そ して,判 例は,ま ず,カ ルテル義務

を従給付義務 と して定款に定 めている会社 につ き,重 大事 由がある ときに カ

ルテル義務 を一方的告知に よ り解消す ることを 認 めてい る1923年 カルテル
く　

令8条 に もとづ き,そ の後,そ の他の従給付義務を定めている会社 につ き,

長期 にわた って契約関係が存続 してい るとき或 いは重大事 由ある ときに告知

に よ り契約関 係を解除す る ことを認めている民法の諸規定(た とえば,雇 傭
(29)(30)

関 係 の 終 了 に 関 す る624・626条)や,信 義 誠 実 の 原 則 に も と つ い て,社 員

の 一 方 的 意 思 表 示 に よ る 退 社 を 認 め て い た 。 学 説 に お い て は,シ ョル ツ が,

早 く か ら,有 限 会 社 に お い て は 株 式 会 社 と 異 な り持 分 を 譲 渡 す る こ と に よ り

会 社 か ら の 離 脱 を は か る こ と が 不 可 能 と な っ て い る 場 合 が あ る こ と,お よ

び,重 大 事 由 が あ る と き 組 合 員 に 告 知 に よ る 解 散 を 認 め て い る 民 法723条,

㈲Hachenburg,KommentaveumGesetgbettreffenddieGeseJlsehaftenmit

beschrdnhterHaftung,Bd.II,6Aulf.1959,AnhangIzu§3Anm.1.

鋤 この 点 に つ き,-Feine,Die(}esellschaftmitbeschrdnhtePtHaftung(Ehren-

bergs,HandbuehdesgBsamtenITandelsreGhts,Bd.III,Ab七.3,1929)S.43ff,

S.640;UlmerinHachenburg,GroβhommentaptgumGmbHG,Bd.1,7Auf1.

1975,§3Rdn.52.

鰺RGZ114,213;RGZ125,114.

翰RGZ128,1;BGHZ9,157.

㈹RGZ169,330.
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社 団(Verein)の 社 員に脱退権 を認 めている 民法39条,合 名会社 の社 員に

告知 に よる解散 を認 めてい る商法132条,有 限会社 の社員に解散判決請 求権

を認め てい る 有 限会社法61条 な どの 諸規 定を引合 に出 して,重 大事 由が あ

る場合 には,社 員に退社 権が与え られ るべ きことを主張 していた。そ して従

給 付義務 の履行 が社員 の経済的存立を否定 しも しくは危 くせ しめ る ものであ

って,こ れ 以上 当該社員 を会社 に とどま らせ ることが信義則上期待 しえない
(31)

場 合には,重 大事 由が認め られ る もの としていた。そ して,今 日,有 限会社

の社 員に この よ うな重大事 由があ る場 合に退社権 が認 め られ る ことは,学 説
'(32)

上,争 いのない ところである。 もっ とも,判 例上,退 社 は,持 分の譲渡 が定

款を以て禁止 されているか譲渡に必要 な承認,引 受人 を得 られず,ま た,会

社 の解散を求め ることが で きないか解 散が期待で きないために,退 社 に よっ

て しか履行義務 か ら免れ る ことがで きない場 合に のみ認 め られ るべ き もの と
(33)

され て い る。 そ して,学 説 も,社 員 の一方 的 意思 に よる退社 は,最 後的 か つ

(34)

非常 の救済方法であ ることを承認 してい る。

一一方 ,従 給付義務 ない し特別給付義務 を定 めてい ない,社 員の基本 出資 に

よってのみな ってい る物的性格を有す る有 限会社 において も,退 社権 が認 め

られ るか ど うかにつ いて は,学 説上争 いのある ところであ り,こ の よ うな会

社 においては,一一般に退社 の重大事 由は殆 ん ど認め られない と考え られ てい
(35)

る。 しか し,こ れには,業 務執行者 の恣意 的行為に よ り少数社 員の利益が不

i3DScholz,AussohlieβungundAustrittausGmbH,3Aufl.1950,S.10ff,

S.45ff.

BZBaumbach-Hueck,(}mbH-Geseti,13AufL1969,Einf且hrungzu§34Anm.

3;Hachenburg,a.a.0.,§34Anm.18B;Vogel、KommentargumGmbH-

Gesetg,1950,§35Anm.5..

㈲RGZ128,1.

㈱ た だ し,解 散 を 求 め る こ と が で き る 場 合 で も 持 分 の 譲 渡 が 困 難 と な っ て い

る 場 合 に は,退 社 の 認 め ら れ る 可 能 性 は あ る と 考 え ら れ て い る.Hachenbur9,

a.へ.O.,§34Anm.18B.

GOBaumbach。Hueck,a.a.O.,Einftihrungzu§34Anm.3;Fichtner,``Aust-

rittundKttndigungbeiderGmbH"DerBetriebsberater1967,S.18.と く

に フ ィ ヒ トナ ー は,物 的 性 格 を 有 す る 会 社 に お い て は 重 大 事 由 に も と つ く 退 社 は

認 め ら れ な い と し,社 員 の 不 利 益 は 解 散 判 決 の 制 度 に よ る べ き こ と を 説 い て い る

(Fichtner,ibid.).
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当に侵害 され ていて,そ の社員 の持分が少ないために解散判決を求め ること
くヨの

がで きない場合 などには,重 大事 由 とな りうるとす る見解が 出されてお り,

また,物 的性格 を有す る会社 において も持分の譲 渡が実 際上制限 されてい る
(37)

場 合があ ること.を 無視 で きない ことが主張 されてい る。

なお,有 限会社 の定 款には,解 散原因 を自由に定 め ることがで き(有 限会

社 法6p条2項),社 員 の告知に よる解散 も認め られ るので,告 知があ った場

合に会社 を解散せ しめ ることな しに告知 した社員 は退社す るもの とす る旨,
く　 　

を定款で定 め ることがで きると 解 され ている。 そ して,定 款に よる 場合に

は,告 知をな しうる者 お よびな しうる場合を 自由に定め ることがで き,重 大
(39)

事 由が な くて も告 知 ・退社 原 因 とす る こ とが で き る とされ て い る。 また,告

知.退 狂 に伴 う 効果について も淀 款 で 定 める ことが 認め られている謂

定款に定めがない 場合の退社 員に 対す る 財産上 の補償 については,持 分 の

消却,或 いは会社,他 の社 員ない し第三者に持分 を譲渡す る ことに よ りな さ

れ,持 分 の消却に よる補償 の場合 には,基 本資本 を越 える会社 財産 か らのみ

消却 の対価を 支払 うことを うるとす る,持 分 の消却に関す る 有限会社法34
(41)

条3項 の 適用を受け ると解 され ている6

⇔ ところで,現 行有 限会社法 はそ の制定以来相 当経過 したために,今 日

の経済 の実態に即応 した ものにすべ く,1965年 の株式法の改正 に引続 きその

全面改正作業が進 め られ てお り,1969年4月1日,西 ドイ ツ連邦法務省は,有

的Scholz,a.a.0.,S.47. ヒ
勧Immenga,DiepersonalistischeKapitalgesellschaft,1970,S.305.

鰺Scholz,a.a.0.,S.42ff;Sudhoff,(茅esellschaftvertragderGmbH,1969,

S.357.か か る 定 め が な い 場 合 に は 会 社 が 解 散 さ れ る こ と に な る の か ど う か は 争

い が あ っ た が,今 日 の 支 配 的 見 解 は 解 散 し な く て も 告 知 社 員 の 利 益 が 保 護 さ れ る

こ と を 理 由 に 否 定 し て い る.Hachenburg,a.a.O.,§60Anm.35;Sudhoff,

a.a.O.,S.357,

㈹Sudhoff,a.a.0.,§.357;Fichtner,a.a.0.,S.18.

侮(》Sudhoff,a.a.0.,S.357.

⑳Baumbach-Hueck,a.a.Q.・Einf廿hrungzu§34Anm.2C,3;Hachen-

burg,a.a.0.,§34Anm.18B.な お,有 限 会 社 法34条3項 は,基 本 資 本 の 維

持 に 必 要 な る 会 社 財 産 は 社 員 に 払 渡 す こ と を え な い と す る,有 限 会 社 法30条1

項 の 適 用 を 妨 げ ら れ る こ と な し と す る も の で あ る.

馳.
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ノ

限会 社 法 改 正報 告 者 草 案(ReferentenentwurfeinesGesetzesttberGmbH)

を公 表 す るに至 った 。 そ して,現 在,こ の報 告 者 草 案 を若 干 修 正 した政 府 草

案(EntwurfeinesGesetesttberGmbH)が 完成 して い る。

この政 府 草 案 は,現 行法 の も とで存在 す る有 限 会社 を す べ て肯 定 した うえ

で,現 実 に生 じて きた さ まざ まな問 題 を解 決 す べ く,現 行 法 よ りも詳細 か つ

(42)

複雑な規制 を加 えてお り,改 正 の重要 な柱 の1つ と して,定 款 の定めに よる

社 員の合意 の結果をその まま承認 したので は社 員の保護 を十分 はか ることが

で きない とい う認識の もとに,会 社 の内部関係について 規制 を 強化 してい
(43)

る。 そ して,そ の一環 と して,少 数社員 の地位,財 産上 の権利 を保護す るた

めに,現 行法の もとで判例 ・学説上認め られ ていた退社 の権利に関す る規定

を新設 してい る。

す なわち,政 府草案211条 は,ま ず,「 重大 な る事 由(wichtigerGrund)

に もとづ き社員 に会社 に とどまることが期待で きない ときは,そ の社員は会

社 か ら退社す る ことを うる。会社 が社員に期待 されない方法 で社員 の法律的

経済 的関係を変更す る措置を とるときは,と くに重大な事 由がある もの とす

る。社 員に生ず るおそれのあ る不利益が他の相当 な方法に よ り避け うる とき
(44)

は,社 員 は 退 社 しえ な い 」(同 条1項)と 規 定 して い る。 草 案 で は,会 社 が

社 員 の 法 律 的 経 済 的 関 係 を 変 更 す る措 置 を と る と き と い う,退 社 が 認 め られ

る重 大 事 由 の 一 例 を あ げ て お り,こ れ に は,合 併 ・営 業 譲 渡 な ど定 款 の 変 更

⑫ 政府 草案 の概要 につい ては,渋 谷(光)「 西 ドイ ッ有 限会社 法改正 の方 向」『法

学協会 雑誌』89巻11号139頁 以下 参照.な お,草 案 の邦訳 と して,石 田;吉 川=

出 口 「西 ドィ ッ有限会 社法草案(1)一(6)」『上智法 学論集』16巻1・2・3号,17巻
1・2・3号 があ る .

㈲ 社員決議 に よる決定権 を有効 に行使 させ る ことお よび業務執 行を監督是 正 させ

るこ とを 目的 とす る さまざ まな権利,た とえ ぽ,解 説お よび帳 簿書類 の閲覧を 求

め る権利,特 別 検査役 に よる検査 を求め る権利,会 社 の有す る損 害賠償 請求権 を

代 位 して 行使 す る権利 を,少 数社員権 または 単 独社員権 と して認 め(政 府 草案

85条,87条,90条),ま た,増 資 の場 合に社員 は持 分引受権を 有す る もの と して

い る こと(同157条1項),な どであ る.な お,草 案 は,社 員の解散判決請 求権

に関す る現行 法につ いて も修正を加 えてい るが,こ の点につ いては,拙 稿 ・前 掲

『北大 法学』24巻1号151-153頁 参照.

㈱ なお,報 告 者草案 の215条1項 では,不 利益を避け うる他 の相 当な方法 の1例

と して,相 当な価格 で持 分を譲渡 し うるときを あげ ていた.cf.Referentenent一

ωurfeinesGesetges励 θ7GmbH,HerausgegebenvomBundesministerium

derJustiz,1969,ErlauterndeBemerk.s.364.
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以外の形で 多数社員の意思により会社の基本的構造を 変更し,社 員たる地
ぱの

位 に重要 な変動を生ぜ しめ る場合が考 え られてい る。そ の他の点では,隼 案

は,現 行法 の もとで一般的に承認 され ているところを受け継いだ ものであ っ

て,具 体的に何が重大 事 由であ るか は,判 例 の決定 に委ね られ る ところ とさ
ロの

れてい る。

つ ぎに,草 案211条 は,こ れ まで の判例 ・学説 では余 り議 論 されていなか

った退社 員に対す る補償,退 社 の実行方法について詳細 な規定を設 け,}退 社

の権 利を有す る社 員は,会 社 に退社 の意思を表示 したか補償請 求権 を主張 し

た ときのその者 の持分の取引価格 を,会 社 よ り補償金 と して請 求 しうるとす

る とともに(同 条2項1・2文),比 較的短期間に補償金 を取得で きるよ うに

す るために,会 社 の 営業財産の 標準価格 に もとつ いて,会 社 が仮補償金 と

して支払 うべ き金額 の確定を判決 に よ り求め うる もの と してい る(同 条4項

1・2文)。 それ とともに,会 社債権者 を保護す るために,基 本資本の維持 に

必要 な る 会社財産 は社 員に払渡す ことをえない とす る,草 案46条1項 を準
くの

用 して,補 償金 お よび 仮補償金 は46条1項 に違反せずに支払 うことがで き
(48)

る と き に 限 り請 求 し うる と し(同 条2項3文,4項4文),t会 社 が46条1項

に 違 反 せ ず に 支 払 う こ とが で き な い と きは,会 社 は 退 社 の 権 利 を 有 す る社 員

の 訴 に も とづ き判 決 に よ り解 散 さ れ る も の と して い る(同 条2項4文,4項

5文)。 そ して,会 社 が46条1項 に 違 反 せ ず に 補 償 金 或 い は 仮 補 償 金 を 支 払

っ た と き は,会 社 は そ の 社 員 の 持 分 を 会 社 の 選 択 に 従 い他 の 社 員,第 三 者 ま

た は 会 社 自体 に 譲 渡 す る か 消 却 す る こ とを う る も の と して い る(同 条3項2

㈲Immenga,a.a.O.,S,306.重 大事 由 の 具 体例 として そ の他 に,会 社 が利益

配 当を しな い とき お よび 社 員 の 持 分 引 受 権 を 排 除 す るときが あげ られ てい る

(Immenga,ibid.).

㈲BegrimdunggumEntωurleinesGesetzesdiberGmbH,DeutscherBun-
destag一7,Wahlperiode,26Februar1973,Drucksache7/253,S.202;

Immenga,a.a,O.,S.305.

㈲ 草案46条1項 は現行法30条1項 を受け継いだ ものであ る.

㈲ 退社 の権利 につ い ては 現行法 の も とで 認 め られて い るよ うに,定 款で 別段 の

定 めをす ることが 可能 と考 え られ てい るが(BegrimdunggumEntwurfθ 伽β5

GesetgesdiberGmbH,S,201),定 款 も46条1項 に違 反 して社 員に麦払 うことを

妨 げ ない と規定 しえ ない もの とされ て いる(政 府 草案211条5項).
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文)。

この政府草案 が,い つ 議会 を 通過す るかは まだ 予測がつか ない よ うであ
(49)

る。 これが成立をみた ときには,こ のよ うな起草者 の意 図 した退社 の権 利に

関す る規定 は,と くに,社 員 と会社 との関係が密接 で,か つ相 当の対価 セ持

分 を譲渡す ることが困難 とな っている小規模 の有限会社に おいて,株 式会社

に おける株式買取請求権 が多数派 の横暴 をチ ェックす る武 器にな るの と同 じ

く,少 数社員 の と りうる最後の手段 と して,そ の地位 を守 るのに役立つ もの
(50)

と予想 され ている。

(3)ア メ リカ ・イギ リス

←)大 陸法諸国におけ る有限会社 制度 の よ うな,閉 鎖的な会社に対す る特

別 の立法の発達が遅れ ていた ア メ リカにおいては,小 規模 な企業が株式会社、

形態 を利用す ることが少な くな く,比 較的少数 の株主 か らな りかつ株式の譲

渡 が制限 され ているか株式 に市場性 のない,い わゆ る閉鎖的株式会社(close

corporation)が 増大 し,わ が国 と同様な状況 がみ られ てい る。 そ して,こ

の よ うな閉鎖的会社に おいては,取 締役 ・多数株主な どの会社 支配者 が多数

決 原則を濫用 して故意に利益 配当をせずに役員報 酬の名 目で利益を分配 した

り,会 社 の基礎的事項につ き少数 株主に不利益な変更を加 える ことな どに よ

り,少 数株主 の利益を閉め出す危険性を もっていること,ま た,株 主間の関

係の緊密性な どに よ り会社 内部に意見 の対立が生 じた場 合には,そ れが膠着

す る可能性が少な くない ことな どか ら,株 主が 自己の投下資本 回収 のために
く　 　

裁判所 に会社 の解散を求め る例 が しば しば あ らわれてい る。

これに対 し,一 般的に,多 くの州 の判例 ・制定 法は,こ の よ うな会社 支配

者 が不正 な会社 経営を してい る場合や,会 社 の運 営が行 き詰 っている(い わ

ゆ るdeadlock)場 合につ き,解 散を認め てい るが,他 方,か か る場 合で も,

㈲cf.且ueck,Gesellschaftreoht,17Aufl.1975,S.243.

5ΦImmenga,a.a,0.,S.305f.た だ しイ メ ンガ は,ア メ リカ法 に お け る株 主 の

株 式 買 取 請 求 権 制 度 と対 比 しなが ら,ア メ リカに お い て 買 取 請 求 権 が 合併,営 業

譲 渡 な どの 場 合 に 限 定 され て い る こ とに は 批 判 を 加 え てい る(lmmenga,a.a.0.,

S.306).

㈲ この 点 に つ き,拙 稿 「株 主 の 解 散 判 決 請 求権(1)」{i北 大 法 学 』23巻2号191-

193頁 参照.
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他の救済方法があるときや,会 社の営業の継続を不可能とし会社に緊急の損
・(52)

害発生 のおそれがあ るよ うな重大な ものでない ときには,否 定 してい る。 し

か し,閉 鎖的会社 に関す る事例 につ いては,判 例は,閉 鎖的会社の存続 が株

主間の信頼 ・共 同関係に も とついてい るとい う特質 と,株 式を譲渡す る こと

に よって効果的 に投下資本を回収 しつつ会社関係か らの離脱 をはか る ことが

困難 とな ってい ること,に よる株主 の利益保護の必要憐 を考慮 して,会 社 の

破産に導 くよ うな事情或いは会社 に緊急 の損害発生 のおそれがな くても解 散
(53)

を認め る傾 向にある。 また,近 時い くつ かの州では,行 き詰 りに関す る場合
く　ラ

につ き,閉 鎖的株式会社 にのみ適用 され る特別 の規定を設 けて きている。

さ らに,わ が国の株式買取請 求権制度 の母法た るア メ リカでは,合 併,営

業譲渡などに反対する株主に株式買取請求権を古くから制定法を以て認めて

いるが,少 数株主の利益 が閉め出され る危 険性を もってい る閉鎖的株式会社

においては,株 主 の会社 におけ る地位に変更を加え る行為 がなされ る場 合一
(55)

般について,広 く株式買取請 求権 を認め るべ き ことが主 張 されて きている。

そ して,注 目す べ き こ とは,近 時,カ リ フ ォ ル ニ ア 州,メ リー ラ ン ド州 な ど
(56)

い くつかの州が,解 散請 求事 由があ る場合に,解 散 に反対す る多数株主に 申

6Z具 体 的 な 適 用 範 囲 に つ い て は,な お,拙 稿 ・前 掲 『北大 法 学 』23巻2号195頁

以 下,同 「株 主 の 解 散 判 決 請 求権(2)」r北 大 法 学 』23巻3号25頁 以下 参 照.

た とえ ば,約 半 数 の 州 で採 用 され て い る模 範 事 業 会 社 法(A.B.A.,ModelBus.

Corp.Ac七)の1969年 改 訂97条 は,裁 判 所 が 解 散 の訴 を 認 め うる場 合 と して,

(i)取 締 役 が 会 社 の業 務 の 執 行 に お い て行 き 詰 り,株 主 が そ の 行 き詰 りを 打 開 す

る こ とが で きず,か つ そ のた め に会 社 に 回復 しえ な い損 害 が 生 じ また は 生ず る お

そ れ が あ る こ と,(ii)取 締 役 ま た は会 社 を 支 配す る者 の行 為 が 不 法 また は 抑 圧 的

も し くは 詐 欺 的 で あ る こ と,(iii)株 主 が 議 決 権 の 行 使 に お い て 行 き詰 り,少 な

くと も連 続 す る二 回 の 年 次 総 会 の 日を 含 む 期 間,任 期 が 満 了 しまた は後 任 者 の選

任 に よ り任 期 が 満 了す る 取 締 役 の 後 任 老 の選 任 を な さ なか った こ と,(iv)会 社

の 資産 が流 用 せ られ また は 浪 費 せ られ て い る こ と,と 規 定 して い る.

㈹ この よ うな 判 例 の 傾 向に つ き,拙 稿 ・前 掲 『北大 法 学 』23巻2号204-205頁,

211頁 参 照.

6φFla.S七at。Ann.§608.0107(1961);Ann.CodeMd.art.23§109(a)

(1967).な お,こ れ らの 州 の 閉鎖 的 株 式 会 社 の定 義 づ け につ い ては,拙 稿 ・前 掲

『北 大 法 学 』23巻3号43-44頁,浜 田 『ア メ リカ閉 鎖 会 社 法 』222頁 以 下 参 照.

㈲0'neal,OpPressionofMinoTityShareholders,"Sgueeze-Outs"ofMinority

Shareholaers,1975,§9.08.

㈲ そ の 他 の 州 の もの と してJConn.Gen.S七a七.§33-384(1958);W.Va.Code

§30,93(1961);Mont.Rev.CodeAnn.§ §15-1124七 〇15-1127(1967);S.C.
CodeAnn.§12-22.23(1967).
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立 株 主 の株 式 を買 い取 る権 限 を与 え て解 散 を 回避 す るζ とに よ り,会 社 の存

続 を維 持 しつ つ 少数 株 主 の 利益 を直接 的 に保 護す る方 法 を,制 定 法 で認 め て

い る こ とであ る。 た とえば,カ リフ ォル ニ ア州 一 般 会社 法(Cal.Corp.Code

§§4658-4659,(1948))の,「 会社 め強 制解 散 を 求 め る訴 に お い 七,会 社 の社

外 株 の50%以 上 の保 有 者 は,原 告 に よって所 有 され て い る株 式 を 公正 な現 金

対 価 を 以 て買 い 取 る こ とに よ り,財 産 管理 人 の任 命 も しくは会社 の解 散 を 回

避 す る こ とが で きる」,メ リー ラソ ド州一一般 会社 法(Ann.CgdeMd.art.23

§109(c),(1967))の,「 閉 鎖 的株 式 会社 の営 業 の継続 を望 む 株 主 は,原 告 に

よ り所 有 され て い る株 式 を公 正 な対 価 を以 て買 い取 る こ とを 選 択 す る こ とに

よ り,会 社 の解 散 も しくは財 産 管 理 人 の任命 を 回避 す る こ とが で き る」 とす

る もの で あ る。

この よ うな規 定(い わ ゆ るbuy-outstatute)は,会 社 が ゴ ーイ ン グ ・コ

ンサ ー ン と して継 続 す る こ とを 認 め な が ら,会 社 関 係 か らの離脱 を望 む 株 主

の 利益 を考 慮 し,会 社 企 業 の維 持 と 少 数 株 主 の 利 益 保護 との 調 和 を は か っ
く　

た,最 も望 ま しい立法 であると評価 されている ところで ある。なお,近 時 の

学説では ぞこ れを さ らに進め て,閉 鎖会社 の少数株主に投下資本回収 の途が

ふ さがれてい ることが閉鎖会社問題の根源 であ るとい う認識に もとづ き,株

式が一般 に市場 で取 引され ていない会社 の各株主に,無 条件で,彼 の全持株

を会社 も しくは他の株主に買い取 らせ る権利 を与 えるべ きこと,が 提案 され
く　

て も い る 。

(⇒ 最 後 に,イ ギ リ ス に お い て は,株 主 と し て の 利 益 を 確 保 す る た め に 裁

判 所 に 会 社 の 強 制 解 散 を 求 め る 通 常 の 場 合 は,1862年 会 社 法 以 来 明 文 を 以

て 認 め られ,現 行1948年 会 社 法 で は222条(f)号 が 規 定 す る,「 会 社 を 解 散

す る の が 正 当 か つ 衡 平(justandequitable)と 裁 判 所 が 認 め た 場 合 」 を 理

㈲O'neal,CloseCorporations,Vo1.2,2ed.1971,§9.28,0ppressionofMi-

noritツShareholders,§9.09;Tingle,TheStochholder'sRemedソ(ゾCorporate

Dissolution,1959,PP。198etseq.

㈹Hetherington,"SpecialCharacteristics,Problems,andNeedsofthe

CloseCorporation"1969U.Ill.L.F.1,22(1969).な お,ヘ ザ リン トンの提

案 につ き,浜 田 ・前 掲 書273頁 以 下 参照.
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由 とす るものであ る。そ して,こ の正 当かつ衡平 と認 め られ る特別 の事情 に

は,ア メ リカと大体 同 じ場合があげ られ てお り,判 例 は,株 主間 の信頼関係

が重視 されかつ株式 の譲渡が制限 され ている私会社(PrivatecomPany)の

,事 例 を除 いては,正 当かつ衡 平を理 由とす る解散制度が最 後的救済方法であ
(59)

る ことを強調 していた。

しか し,現 在では,会 社法225条2項 が,申 立株主に他 の救済方法があ る

ことは必ず しも強制解散 を認 め るに際 して障害 となるものではない と規定 し

て,弾 力的適用の途を開いてい るほか に,強 制解 散を唯一 の救済方法た ら し

めず,株 式買取命令を含む裁判所 が適当 と認め る他の命令 を裁判所 に求め る

ことを認め てい る会社法210条 が,少 数株主保護 のための重要 な制度 とな っ

てい る。

す なわち,210条 は,株 主 の申立に対 し,裁 判所 が,会 社 の業務が一部の

株 主に対 し抑圧 的な方法 で執行 され,か つ,会 社 を解散す ることがその一 部

の株主 を害す る ことにな るが,そ の他 の点で は解散を命ず ることを左当化す

る事実が存す る と認 め るときは,裁 判所 は,主 張 された事態 を終結 させ るた

め,「 将来におけ る会社 の業務 の執行 を規制す る ことであ ると,会 社 のあ る

株主 の有す る株 式の その会社 の他 の株主 または その会社 に よる 買 い取 り,

お よび会社 に よる買 い取 りの場 合においてはそれに応ず る資本 の減少であ る

と,そ の他 の方法 であ るとを問わず,裁 判所 の適当 と認め る命令 をなす こと
(60)

が で きる」 と規 定 す る もの で あ る。 そ して,こ の210条 は,実 際的 機 能 と し

㈲ 正 当かつ衡 平 と認 め られ る 特別 の事情 と して,判 例は,(1)会 社 の基礎 がな く

な ったために,会 社 の主要 目的の達成 が不能 とな った場 合,(2)会 社 内部 の意見 の

対 立 に よ り,会 社 の運営 が行 き詰 った場合,(3)取 締 役そ の他 の会社経 営 者に詐欺

的行為,不 正 な会 社経営 があ った場合,な どをあ げていた.そ して,行 き詰 りの

場 合に,そ れが会 社 の業務 の執行を継 続す る ことを 不可能 とす る程 に重大 な もの

でなけれ ぽな らず,ま た,取 締役 な どの詐欺的行為,不 正 な会社経 営 の場合 に,

取締役 の解任 な どの他 の救済方法 に よって これ らの行為を是正す る ことがで きな

い場合 にのみ解散が認 め られ る とす るな ど,一 般 的に適用範 囲を厳 格 に制 限 して

いた.な お,こ の点 につ き,拙 稿 ・前掲 『北大法学』23巻3号60頁 以下 参照.

㈹ この210条 に関 しては,な お,北 沢 「少数派株 主保護 の1方 法一 イギ リス会

社 法210条 につ い て」(『小町谷先生古 稀記念 ・商 法学論 集』)55頁 以下参照.株

式 買取命令 を認 めた判例 と しては,ScottischCo-operativeWholesaleLtd.

v.Meyer,[1959]A.C.324,[1958コ3AllE.R,66が あ る.
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て,会 社 の支配権 を有 してい る取締役 ・多数株 主の横暴な行動を慎 ませ る武

器 とな りうるので,と くに私会社 の よ うな小規模 な会社に おいて有用であ る
く　り

とい われ て い る。

Ill結 語

以上の よ うに,ス イ スお よび ドイ ツにおいては,有 限会社 につ き,定 款に

定 めている場合のほか,社 員 の一身上の事情 を含む重大な事 由があ る場合に

社員 の一方的意思に もとつ く退社 の権利を認 め,ま た,ア メ リカの一部 の州

お よびイギ リスにおいては,主 として閉鎖的株式会社,私 会社 を対象に,株

主に解散判決請 求権 を広 く認 め るとともに,解 散判決請 求事 由に相当す る事

情 があ る場合に解散 を回避す る方法 と して会社 な い し他株主 に よる株式買取

制度 を認 めている ことをみた。 そ して,こ れ らの国 々の立法 お よび判例 ・学

説.は,社 員相互 ない し株主相互の人的信頼関係が重要視 され る有限会社,閉

鎖的株 式会社,私 会社の特質 と,そ の閉鎖性ゆえに,会 社運営に行 き詰 ま り

が生 じやす く,ま た少数社 員,少 数株主 の利益が閉め出 され或 いは苛酷な義

務 を課せ られ る危険性が多い こと,そ して,か か る場合にノ持分 ない し株 式

を売却 ・譲渡す ることに よって効果的に投 下資本を回収す る ことが一般的 に

困難 とな ってい る実情,を 考慮 して出され てい ることをみた。

この よ うな,少 人数 の閉鎖的結合であ る有 限会社,閉 鎖的株式会社,私 会

社 の特殊性を考慮 した退社 ・株 式買取制度につ いての各 国法 の扱 いをみなが

ら,わ が国への立法 のあ り方 をみ るに,周 知 の とお り,現 在,わ が国におい

て,法 の予想するとおりの企業形態の選択が行なわれず,株 式会社法を守ろ

(6DGower,``SomeContrastsbetwebnBritishandAmericanCorporation

Law"69.Harv.L.Rev.1369,1387(1956).

な お,1948年 会 社 法 の改 正 に つ い て 勧 告 を 行 な った 会 社 法 委 員会(ジ ェ ソキ

ソ ス委 員 会)は,210条 に よ る 救 済 が よ り少 数 株 主 に 効 果 的 な保 護 を 与 え うるた

め に,申 立 の要 件 と して 裁 判所 が 会 社 の 解散 を 命 ず る こ とを 正 当化 す る事 実 が 存

す る と認 め る と きを 必 要 と しな い こ とを含 む,い くつ か の改 正 を 勧 告 した が(cf.

ReportoftheCompαnyLαwCommittee,1962,paras.201-212).こ の勧 告

は,廃 案 とな った1974年 の改 正 会 社 法 案70条 に 受 け 継 が れ て い た(こ の法 案70

条 に つ い て は.星 川=川 内 「英 国 改 正 会 社 法(1974年)案(7)」r商 事 法 務 研 究 』

688号64-66頁 参照).



閉鎖的会社と社員の持分 ・株式買取請求権 85

うとも しない し,ま たある意味では守 りよ うもない多数 の小規模株式会社 が

存在す る ことを契機 と して,有 限会社 を含 めた,物 的会社 の規制 の分化を行

な うこ とに よ り会社法を実効性 のあ る法制度にすべ く,会 社法 の根本的改正

が展望 され ている ところであ る。 そ して,そ の実現をはか るための大小会社

の分化 の基準 お よび分化 の方式 につ いて各種 の考え方 が出 され てい るが,大'

会社 と小会社 とで内部関係において異 な った支配運営機構 を必要 とす る点か

ら,公 開性 と閉鎖性,す なわち株 式 ・持分 の市場性 ない し株式 ・持分の 自由

譲渡性 の存否 に よる区分が重要 な もの と して と りあげ られている。そ して,

小規模株 式会社,有 限会社 を と り込 んだ閉鎖的会社 につ いての特別 の立法が
く　 ロ

な され るべ きことが主張 され てい る。そ の場合に ジ現 行の有限会社法を廃止

して特別 の立法 に よるのか,有 限会社法 の根本改正に よるのかの問題はあ る
(63)

かか る閉鎖性を基準 と した 物的会社 の規制の分化 を 進 めてい く場合にが,

は,閉 鎖的会社 につ いての立法内容はおのずか ら公開会社 と異 な った ものが

盛 られなければ な らない。 会社 の 意思決定 手続,業 務運営機構 の 簡略化が
く　の

はか られ な けれ ば な らな い こ との ほ か,手 続 ・機構 の 簡 略 化 に と もな い,ま

た,そ の 閉鎖 性 ゆ え に,会 社 内部 の 意 見 の対 立 に よる会社 運 営 の 行 き詰 り,

多 数派 ・会 社 経 営 者 に よる少 数 株 主 ない し少数 社 員 の利 益 の閉 め 出 しの可 能

性 が 考 え られ る こ と,と りわ け,か か る場 合 に,株 式 ・持 分 を換 価 して会社

関 係か ら離脱 す る こ とが 困 難 とな って い る こ と,に 対 す る措 置が 必要 とな る

か らで あ る。 、

㈹ 浜田 『アメ リカ閉鎖会社法』323頁 以下.
(63)浜 田 ・前掲書328頁 は.法 の名称はともか く,小 規模閉鎖会社に対する立法措

置 としては有限会社法の根本改正をもって対処すべ きものとしている.

なお,閉 鎖的会社の規制の分化の方式につき,矢 沢 『注釈会社法(1)』52-54頁,
シンポジウム 「会社法運用の実態 と立法問題」r私 法』35号177頁(竹 内報告),

酒巻 「大小会社の区分 と規制分化」『商事法務』730号2頁 以下参照,

また,会 社法の基本的問題の改正のために昭和50年6月12日 付で法務省か ら

公表 された 「会社法改正に関する意見照会」 のなかの最低資本金および大小会社
の区分に関す る一般的議論については,拙 稿 「小規模株式会社 と取締役 ・会社間

の取引」『民商法雑誌』74巻1号70頁 注(7)所 掲の文献のほか,こ れに関す る各

界の意見について,稲 葉 「会社法改正に関する 各界の意見について」『ジェリス
ト』616号32-32頁,同 「会社法改正に関する各界意見の分析」r商 事法務』728

号28-31頁,商 事法務編集部 「会社法改正に関する各界の意見」『商事法務』728

号37頁 以下参照.
㈹ この点につき,拙 稿 ・前掲 『民商』74巻1号69頁.
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そ こで,閉 鎖 的会社 につ いては,少 数社 員ない し少数株主 の投下資本回収

のための最後的救済方法 と して,解 散判決請求権制度の弾力的適用の途が開
(65)

かれ るべ きことを,私 はかつ て主張 した ことが あるが,な お,さ らに,企 業 の

存続維持 をはか りつつ,少 数社員 ・少数株主 の会社関係か らの離脱,投 下資

本 の回収 を確保 させ るために,解 散判決請求権 とな らんで,社 員 も しくは株
(66)

主 の持分 ・株式買取請求権 を現行法 よ りも広 く認めてい くべ きと考える。

す なわち,閉 鎖的会社 においては,ス イス,ド イ ツにおけ る有 限会社社 員
(67)

の一方的意思に よる退社原因 と しての重大事 由,ア メ リカ,イ ギ リスにおけ

る会社 ・他株 主に よる株 式買取のための前提 と しての解 散判決請求事由,ま

た,わ が商法84条2項 が規定す る 合名 ・合資会社社 員の 一 方的意思に よる
(68)

退社 原 因 と しての 「已 ム コ トヲ得 ザ ル」 事 由,に み られ る よ うに,会 社 内 部

㈲ 拙稿 「株主の解散判決請求権(3)」『北大法学』24巻1号166頁 以下,同 ・前掲
『私法』36号133頁.,

㈹ この点についても,拙 稿 ・前掲 『北大法学』24巻1号168頁 で簡単にふれた と
ころであるが,酒 巻r閉 鎖的会社の法理 と立法』149,265頁 は,=有 限会社,閉 鎖

的株式会社につき,少 数者に対す る直接的救済方法としての持分 ・株式買取制度
の現在以上の活用の必要性を説き,ま た,浜 田 ・前掲書339-345頁 は.行 き詰 り

対策,少 数派株主の地位強化のために,閉 鎖会社および株式に市場のない株式会

社の株主に他株主に対す る株式買取請求権を広 く認めるべきことを説いている.
なお.現 行の株式買取請求権制度について,社 団化 し,か つ株式 に自由譲渡性

が認め られる株式会社の本質か ら,こ れを認めることに立法論 として疑問が出さ

れているが(鈴 木 「株式会社法改正の法理 」(r商法研究 皿』)102頁,同r新 版会

社法(全 訂第1版)』130頁,八 木 「各種会社における投下資本の 回収の保障」
r法学教室』4号 〈第1期>143頁),小 規模閉鎖会社については,か かる疑問は
妥当 しない ところである.

㈱ もっとも,こ の重大事由には,有 限会社において定款で社員の従給付義務を広
い範 囲において定めることが認め られていることか らの退社の必要性に出ている

ところが多 く,こ の点は,従 給付義務を認めないわが国 とは若干事情を異にする.

㈱ 「已ムコ トヲ得ザル」事由とは,退 社 しよ うとする 社員の一・身に関するもので

なければな らないとす るのが通説である(松 本 『日本会社法論』556頁,大 隅 『全

訂会社法論上』81頁 など).も っとも,他 の社員の不誠実や事業の不振など会社

自体についての事情でもなお退社のやむを得ない事 由にあた り,退 社 しようとす
る社員を中心 とす るすべての事情を斜酌すべ きとする見解 もある(古 瀬村 『注釈
会社法(1)』315-316頁).

判例において 「已ムコ トヲ得ザル」事 由にあたるとされた具体例 としては,合

資会社の唯一人の無限責任社員が死亡 して事業を遂行 して利益をあげることが困

難 とな り,ま た,社 員間に争いが生 じ.会 社の経営および計算関係についても紛

争を重ねて感情が疎隔 して収拾ができな くな り,そ の うえ,会 社 の解散を協議 し
たが財産の処分方法について 争いが 生 じて 解散できな くなった 場合(大 判昭和
6・6・1新 聞3301号14頁),合 名会社の社員が営業の中心 とす る所か ら他に転居

したため会社の社員 として 関与できな くなった場合(大 阪地判 昭和7・7・20新

聞3509号9頁),他 の社員との間に不和を生 じ互いに信用を失 った合資会社 の有

限責任社員の場合(東 京地判昭和16・8・29法 律評論30巻 商222頁)が ある.
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の意見の対立 に よ り会社運 営が行 き詰 った り,多 数派 ・会社 経営者 に よる少

数社 員 ・少数株主に対す る抑圧的 行為が繰 り返 された りして,社 員ない し株

主間 の信頼 ・共同関係が破 綻 して しまっている場合に も,社 員 も しくは株主

は,会 社 に公正 な価格 で持分ない し株式 の買取請求を な しうるよ うにす る こ
(69)

とである。そのための規定 の仕方 と しては,比 較的抽象的 な規定 に とどめ て

適用範 囲に幅 を もたせ てお く方が よいであ ろ う。 また,買 取価格 の決定手続 膠

につ いても,公 開市場 を もたないゆ えの公正な価格 評価 の困難性 を考慮 した
(70)

立法的措置が 考 え られて よいであ ろ う。 それ とともに,会 社 の取得 した持

分 ・株 式の処分 については,社 員 ない し株主間の信頼関 係,閉 鎖性 の維持 の

ため,第 三者 への売却 ・譲 渡に制限を加 え ることが必要 となる。かか る配慮

は,は じめが ら他の社 員な い し他の株 主に対す る買取請 求権 を認め ることに

よって端的にはか られ ることにな ろ うが,他 の社 員 ・株主 に買取義務 を課す

ことがで きるのか とい う問題 のほか,買 取請求時に買い取 りを希望す る者が

(71)'

いない場合 の ことを考え る と,会 社 に対す る買取請 求を認め て,会 社 の処分

に 制 限 を加 え て い く方 が よい で あ ろ う。

㈹ 浜 田 ・前 掲書339,341頁 で は,他 株主 に対す る 無条件 の株式 買取請 求権 を認
・ め るまで徹底 して いるが

,具 体的 に社 員ない し株主間 の信頼 関係が破綻 して社 員

ない し株主 の利 益 ・地位が おびやか されてい る事 情が生 じていない場合や,退 社

しよ うとす る社 員ない し株主 に他 の救済 方法が あ る場合に は,濫 用防止 の意 味か

らも,買 取請 求権 を認め る必 要は なか ろ う.

㈲ ア メ リカの多 くの州で 認めて い る株式買取請 求権 制度は,閉 鎖 的株式会社 にお

いては,価 格が い くらに評価 され るのか予 測がつか ない こ とか ら必ず しも少数 株

主 のた めの有効 な救済方法 とな りえ ない ことが指摘 されてい る(Note,"Freez-

ingoutMillorityStockholders"74Harv.L.Rev.1630,1635(1961);0'nea1,

OPPressionofMinorityShareholders,§5.28P.334)。 しか し,ア メ リカでは,

当事 者間で合意 が ととのわ ない場合 の裁判所 に よ る価 格決定 につ き,公 正 な価 格

を補 償せ しめ るために,鑑 定 人 の評価 に関す る立 法手続を設け てい る州が多 く,

なお,買 取請 求制度 の活用を はか るた めに,裁 判所 に よる価 格決定 に要す る費 用

の全部 または一部 を会社に負担 させ る ことに してい る州 もみ られ る(こ れ らの点

につ き,深 見 「ア メ リカ会社法 に於 け る株式 買取請求権制度」 『法学論叢 』64巻

5号56,70-72頁 参照).

㈲ か か る場合 に,買 取請求を な した者は会社 の解散 を決め うる とす れば よい との

案が あ るが(浜 田 ・前掲書339-341頁),買 取請求 をな しうる 事 由 と会社 の解散

を請 求 しうる事 由 とを全 く同 じに扱 って よいのか ど うかは,解 散請 求権 の行使 の

効 果を考え る と,疑 問 となる.
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・なお
,こ のよ うな 閉鎖 的会社 におけ る 持分 ・株式買取 制度 の 拡大に よる

少数社 員 ・少数株主の保 護は,西 ドイ ッ有限会社法改正草案にみ られ るよ う

に,会 社 に よる払戻 は資本の負担 においてな しえない とす るな らば,社 員な

い し 株主に退社権 を 認 める ことと しても,同 様 な 目的が 達せ られ るであ ろ

う。

＼




